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東京建物株式会社は、２０１９年３月１５日に発行いたしました第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担

保社債（劣後特約付）を、２０２６年３月１５日に全額期限前償還することといたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．期限前償還する銘柄 

東京建物株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 

 

２．期限前償還日 

  ２０２６年３月１５日 

  期限前償還日後は、利息を付けません。 

（但し、２０２６年３月１５日が銀行休業日にあたるため、前営業日である２０２６年３月１３日にお支

払いいたします。） 

 

３．期限前償還金額 

  各社債の金額１００円につき金１００円 

  

 

 

以 上 


